
2025年度（令和7年度）包括外部監査に基づく措置等の状況

テーマ「病院事業に関する財務事務及び経営管理について」

■この表は、指摘51件、意見45件のうち、措置通知等のあった20件についての状況です。（2026年（令和8年）4月27日現在）
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第3章 監査の指摘及び意見（総論）
3　役割・機能の最適化と連携強化
⑶③　地域包括ケアシステム

【意見】地域包括ケアシステム
(P.30)

市民病院が有する高度急性期・急性期医療の病床機能を最大限に活用し
つつ、それぞれの病態に応じたシームレスな地域完結型医療を実現する
ためには、医療・介護・福祉の連携推進が不可欠である。地域包括ケア
システム構築に向けて、医療・介護・福祉の連携推進状況を定量的に把
握し、継続的な改善を図るため、介護・福祉との連携推進状況について
の数値目標を充実させることが望ましい。 ● 〇

地域における医療・介護・福祉の連携推進状況の定量
的把握は、地域医療構想において論じられる内容であ
り、目標値は県によって設定されるものであるため、
引き続き、県と連携する。

医事課 2026/4/27
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第3章 監査の指摘及び意見（総論）
4　一般会計負担の考え方
⑶③　一般会計負担金の端数処理

【指摘】一般会計負担金の端数処理
(P.38)

一般会計負担金の項目によって端数処理の方法が異なっている。計算の
透明性を確保する観点からは、端数処理のルールを定める必要がある。

● 〇

2026年（令和8年）3月に一般会計負担金の各項目の性
質によって定めた端数処理のルールを明文化した。今
後、当該ルールに従って端数処理を行うこととした。

管理課 2026/4/27
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第3章 監査の指摘及び意見（総論）
9　附属診療所
⑶③　運営形態

【意見】運営形態(P.58)

市には、開設の経緯が異なるとはいえ、運営形態の異なる二種類の診療
所が現存している。公立病院の附属診療所と公設民営診療所は、それぞ
れ特徴が異なり、利点と課題があるため、どちらか一方が優れていると
いうことはない。しかしながら、地域医療体制の最適化を図る観点から
は、市内に二種類の診療所が併存している現状について、それぞれの診
療所が担う役割を含めて検討することが望ましい。

● 〇

加茂地区診療所と走島診療所とは成り立ちが異なるた
め、それぞれの成り立ちを踏まえ、担うべき役割を検
討してきた結果が現在の運営形態であり、現時点で改
めての検討は必要ないと考えている。

医事課 2026/4/27
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第3章 監査の指摘及び意見（総論）
11　デジタル化への対応
⑶③ サイバー攻撃を想定した事業
継続計画(BCP)

【指摘】サイバー攻撃を想定した事
業継続計画(BCP)(P.78)

サイバー攻撃を想定した事業継続計画(BCP)が策定されていなかった。
市民病院医療情報システム運用管理規程には、「災害、サイバー攻撃な
どにより一部医療行為の停止など医療サービス提供体制に支障が発生す
る非常時には、別途定める事業継続計画（BCP）に従って運用を行う。」
と規定されている。早急に計画を策定する必要がある。 ● 〇

2025年度（令和7年度）中に、サイバー攻撃を想定した
「福山市民病院医療情報システム部門事業継続計画」
を策定し、2026年（令和8年）4月1日に施行した。

管理課 2026/4/27
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第3章 監査の指摘及び意見（総論）
11　デジタル化への対応
⑶⑥ サイバー保険や個人情報漏洩
保険

【意見】サイバー保険や個人情報漏
洩保険(P.79)

市民病院は機密性の高い個人情報を保有しており、万が一サイバー攻撃
を受けると、社会的・経済的な影響は大きい。経済的損失を軽減するた
めのリスク対策の一つとして、サイバー保険や個人情報漏洩保険への加
入を検討することが望ましい。

● 〇

2026年（令和8年）4月から、個人情報漏洩の損害賠償
補償を含む、医療機関用サイバー保険に加入した。

管理課 2026/4/27
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第4章　監査の指摘及び意見（各論）
2　債権管理
⑶③　強制執行等の検討について

【指摘】強制執行等の検討について
(P.121)

費用対効果を考慮することももちろん重要であるが、一方で、請求通り
支払っている患者や、経済的な逼迫度合いが未納患者と同等であっても
医療費を懸命に支払っている患者との不公平の緩和も図る必要がある。
回収を見込める高額未納患者で、公的扶助や保険等の手続を怠ったり、
納付相談に応じない等、悪質なケースは、申立手続費用も少額な裁判上
の請求である「支払督促」をおこない債務名義を取得したうえで交渉に
あたり、場合によっては、財産開示手続や強制執行費用が比較的少額な
債権執行をおこなうなど強制執行等の採用を検討すべきである。

● 〇

当院では、医療費負担の公平性の観点からも、弁護士
に債権回収の一部を委託している。これに加えて、回
収を見込める高額未納患者で、納付相談に応じないよ
うな悪質なケースは訴訟による強制執行も行ってお
り、今後も同様の考え方で対応する。

医事課 2026/4/27
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第4章　監査の指摘及び意見（各論）
2　債権管理
⑶④ 債権発生時及び分納誓約時の
同意書

【意見】債権発生時及び分納誓約時
の同意書(P.123)

効果的な資力調査が可能となるように、未収債権が発生する際や分納誓
約をおこなう際に、納付保証人を立てさせるのみならず、財産や居所調
査等（本市税務関係部署・上下水道局や勤務先、金融機関、生命保険会
社、不動産仲介業者）に係る情報の利用・収集に関する同意書の提出を
可能な限り求めるべきである。 ● 〇

2026年度（令和8年度）から、分納誓約を行う際に、財
産調査の同意を求められるよう、様式を作成し、新規
分納誓約において、可能な範囲で財産調査同意書の記
入を求めるようにした。

医事課 2026/4/27
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第4章　監査の指摘及び意見（各論）
2　債権管理
⑶⑤ 弁護士委託中の債権・時効期
間満了による債権放棄

【意見】債務者への時効更新手続き
(P.124)

行方不明者や債権がごく少額なケースなど、すべてのケースで時効更新
手続きを実施することは難しいが、悪質な滞納者に関しては、患者負担
の公平性の確保するため、支払督促の申立てを実施するなどして時効の
更新手続きを検討すべきである。地方自治法施行令第171条の２より、相
当の期間を経過してもなお履行されないときは強制執行等の手続きをと
らなければならないとされていることとも整合する。

● 〇

当院では、時効の更新手続きについて、これまでも悪
質な高額未納患者に対して、弁護士による裁判上の請
求（訴訟）によって時効の中断（更新）も行ってお
り、今後も同様の考え方で対応する。

医事課 2026/4/27
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第4章　監査の指摘及び意見（各論）
2　債権管理
⑶⑥　遅延損害金の徴収

【指摘】遅延損害金の徴収(P.125)

遅延損害金徴収事務に係る効率性・経済性を考慮したうえで、今後は、
裁判上の請求をおこなう債務者に対しては遅延損害金を請求するなど、
遅延損害金を徴収するケースを検討すべきである。

● 〇

これまでも裁判上の請求を行う債権者に対しては遅延
損害金を請求しており、今後も同様の考え方で対応す
る。

医事課 2026/4/27
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第4章　監査の指摘及び意見（各論）
4　有形固定資産
⑶⑦　絵画の管理

【意見】絵画の評価方法 (P.142)

地方公営企業法施行規則第８条第２項には「譲与、贈与その他無償で取
得した資産については、公正な評価額をもつて取得原価とする。」と規
定されているが、寄贈を受けた絵画の公正な評価額の決定方法が定めら
れていなかった。
専門家による鑑定評価、取引事例比較法、美術年鑑等の参考資料、寄贈
者の申告額など、様々な評価方法があるが、絵画の評価見込み金額の重
要性と評価方法の信頼性等を勘案し、統一的な評価方法を定めていただ
きたい。

● 〇

寄贈者の申告額や必要に応じて専門家による鑑定評価
を行うなど、評価方法の選択手順を、2026年（令和8
年）3月に作成した。これに基づき統一的に対応をして
いく。

病院総務課 2026/4/27
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第4章　監査の指摘及び意見（各論）
4　有形固定資産
⑶⑧　土地の借上げ

【指摘】契約書の名義変更(P.144)

平成16年に締結した土地賃貸借契約書及び平成23年に締結した土地賃貸
借契約変更契約書の借主名義は福山市となっており、当該契約が現在で
も自動更新されている。市民病院では平成24年に地方公営企業法全部適
用に伴い、病院管理者を設置した。リハビリ公園の現状の契約主体が、
福山市ではなく市民病院であれば、契約名義が病院管理者となるように
変更契約が必要である。 ● 〇

福山市病院事業の設置等に関する条例等の一部を改正
する条例 (平成25年条例第46号)附則第2条に定めると
ころにより、条例施行日前に締結した土地賃貸借契約
は病院事業管理者の行為とみなしており、契約効力は
地方公営企業法全部適用移行後の病院に引き継がれて
いる。なお、2026年（令和8年）4月1日に変更契約を締
結した際には、名義を「福山市」、代表者を「病院事
業管理者」としている。

管理課 2026/4/27
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第4章　監査の指摘及び意見（各論）
4　有形固定資産
⑶⑧　土地の借上げ

【指摘】契約条文中の定義誤り
(P.145)

土地賃貸借契約書の第２条３項では、「賃借料は、経済情勢その他の事
情により必要があるときは変更することができる。」と定められてい
る。その後に締結された土地賃貸借契約変更契約書第１条3項において、
本来であれば「市の歳入歳出予算の金額について、減額又は削減があっ
た場合は、この契約を更新しないものとする。」と定めるべきところを
条文の定義の誤りにより「地権者の歳入歳出予算」となる契約事務誤り
があった。本件は契約の根幹に関する定義誤りであり、速やかに地権者
と変更契約の協議を進めるべきである。

● 〇

2026年（令和8年）4月1日に、双方合意の下、契約書の
訂正を行った。

管理課 2026/4/27
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第4章　監査の指摘及び意見（各論）
5　投資有価証券
⑶①　債券の時価評価

【指摘】債券の時価評価(P.149)

財務状況の適切な把握及びリスク管理の観点から、市民病院は債券の事
業年度の末日時点での時価を認識することが必要である。

● 〇

2025年度（令和7年度）末日時点における保有債券の時
価を証券取引残高等証明書などで確認した。今後も各
年度末において時価を確認する。

管理課 2026/4/27
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第4章　監査の指摘及び意見（各論）
5　投資有価証券
⑶②　債権の格付け入手

【指摘】債券の格付け入手(P.149)

今後は、債券の格付けを入手して、事業年度の末日時点での信用リスク
を再評価することが必要である。

● 〇

2025年度（令和7年度）末日時点における保有債券の格
付けを発行体のホームページなどで確認し再評価し
た。今後も各年度末において格付けを確認し再評価す
る。

管理課 2026/4/27
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第4章　監査の指摘及び意見（各論）
5　投資有価証券
⑶③　安全な金融機関の選択

【意見】安全な金融機関の選択
(P.150)

万が一、証券会社の経営状況が悪化すると、市民病院の財務の安定性に
直接的なリスクの影響が及ぶことになる恐れがある。破綻した証券会社
が分別管理を行っていなかったことによる権利喪失の可能性等も考慮
し、今後は、銀行等だけでなく、証券会社についても安全な金融機関の
選択の手続を実施することが望ましい。

● 〇

当院が購入している有価証券は、全て金融商品取引法
第43条の2により分別管理の対象となっているものであ
る。今後、有価証券を購入する際には、分別管理を含
むコンプライアンス経営を確認するなかで、安全な証
券会社を選択する。

管理課 2026/4/27
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第4章　監査の指摘及び意見（各論）
6　会計・決算
⑶① 資金前渡における期間帰属の
誤り

【指摘】資金前渡における期間帰属
の誤り(P.152)

資金前渡された医学会の参加費等のうち、翌事業年度に開催されるもの
が当事業年度の経費として計上されていた。たとえ当事業年度に支払っ
ていても、「前払金」として貸借対照表の流動資産に計上し、実際に医
学会等に参加する翌事業年度の費用として処理しなければならない。ま
た、消費税にかかる課税仕入れの時期について十分に確認を行い、適正
に消費税申告をしなければならない。

● 〇

翌事業年度に開催される医学会の参加費等のうち、当
該事業年度中に支払いを行う必要があるものについて
は、消費税にかかる課税仕入れの時期と費用化の年度
を適正にするため、「前払金」として計上し、翌事業
年度に費用として処理できるよう2025年度（令和7年
度）分から整理した。

病院総務課 2026/4/27
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第4章　監査の指摘及び意見（各論）
6　会計・決算
⑶⑤ 資本の部における受贈財産評
価額と寄附金の整理

【指摘】受贈財産の適正管理(P.160)

速やかに受贈財産台帳の所在場所欄を、現在の実態と整合するように修
正し、今後も定期的な現物照合を行うことで、受贈財産管理の適正化を
図るべきである。

● 〇

2026年（令和8年）3月に固定資産台帳（受贈財産台
帳）の該当箇所について修正を行った。今後も定期的
な現物照合を行い適正管理に努めていく。

病院総務課 2026/4/27
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第4章　監査の指摘及び意見（各論）
6　会計・決算
⑶⑦ 貸借対照表と損益計算書の
ホームページでの公表

【指摘】貸借対照表と損益計算書の
ホームページでの公表(P.161)

市民病院は、財政状態や経営状況を住民に対して、明確に報告する説明
責任がある。令和7年8月の監査実施時点では、令和5年度の貸借対照表及
び損益計算書が市民病院のホームページで公表されていなかった。決算
報告書等について、議会の認定を受けた後は、速やかに貸借対照表及び
損益計算書をホームページで公表する必要がある。

● 〇

2023年度（令和5年度）の貸借対照表及び損益計算書に
ついては、2025年（令和7年）9月に市民病院のホーム
ページに公表した。決算報告書等について、議会の認
定を受けた後、速やかに貸借対照表及び損益計算書を
ホームページに公表するよう徹底し、2024年度（令和6
年度）分については、2025年（令和7年）11月に公表し
た。
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第4章　監査の指摘及び意見（各論）
7　税務申告
⑶③　院内保育事業にかかる消費税

【指摘】利用者から徴収した消費税
の返還(P.165)

病院内保育所にかかる院内保育事業収益の消費税区分について、非課税
売上とすべきところ課税取引として処理されていたことにより2年間で約
120万円多く利用者から徴収していた。市民病院は課税誤りとなっていた
対象者や金額を精査し、誤って利用者から徴収した消費税は、速やかに
利用者に返還する必要がある。 ● 〇

2026年（令和8年）3月末までに対象となる職員及び返
還額を確定し、返還を完了した。

病院総務課 2026/4/27

96

第4章　監査の指摘及び意見（各論）
9　その他
(3)　辞令交付

【指摘】辞令交付(P.176)

病院事業管理者は現金取扱員に対して辞令を交付しないのであれば、福
山市会計規則のように、別に辞令の交付は行わない旨を福山市病院事業
会計規程に定めるべきである。

● 〇

福山市会計規則を踏まえ、福山市民病院事業会計規程
において、現金取扱員については辞令交付不要とする
改正を行い、2026年（令和8年）3月1日に施行した。
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注：意見の数について、包括外部監査結果報告書（全文及び要約版）では47件と記載されていますが、実際には45件です。
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